
欧州国債の取引を行う事業者に対する警告について 

 

平成２９年３月１５日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，欧州国債

（注１）

の取引を行う事業者に対し，本日，次のとおり，

警告を行った。 

本件は，欧州国債の取引を行う事業者が，独占禁止法第３条（不当な取引制限の

禁止）の規定に違反するおそれのある行為を行っていたものである。 

（注１）「欧州国債」とは，ユーロを自国通貨とする各国の中央政府が自国通貨建てで発行する債券並びに

英国，スウェーデン，デンマーク及びノルウェーの各国の中央政府が自国通貨建てで発行する債券を

いう。 

 

１ 関係人 

番号 

事業者名 

（法人番号） 

本店の所在地 代表者 警告 

１ 

ドイツ証券株式会社

（注２）

 

（7010001094546） 

東京都千代田区永田町二丁目

１１番１号山王パークタワー 

代表取締役 

桑原 良 

○ 

２ 

シティグループ証券株式

会社

（注２）

 

（7010001113388） 

東京都千代田区丸の内一丁目

５番１号 

代表取締役 

ルーク・ランデル 

― 

（注２）以下，「株式会社」の記載を省略する。 

（注３）表中の「○」は，その事業者が警告の対象であることを示している。 

（注４）表中の「―」は，その事業者が警告の対象ではないことを示している。 

 

２ 警告の概要 

⑴ア ドイツ証券は，平成２２年４月頃以降，シティグループ証券（以下「シテ

ィ証券」という。）との間で，情報ベンダーが提供する電子取引プラットフ

ォーム上のチャット機能等を利用して，欧州国債について，継続して，我が

国に所在する顧客からの引き合いに関する情報，価格に関する情報等を交換

するなどしていた。 

イ ドイツ証券は，平成２２年１１月１５日以降，シティ証券と共同して，欧

州国債のうち我が国に所在する顧客が電話取引により複数銘柄に対する見積

価格の提示を求める方法で売買の発注を行うもの（第一種金融商品取引業を

行う金融商品取引業者が自ら見積価格を設定して提示するものに限る。）に

ついて，受注すべき者（以下「受注予定者」という。）を決定し，受注予定

者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力することにより，受注予

定者が受注できるようにしていた。 

⑵ ドイツ証券らの前記行為は，独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引

制限に該当し独占禁止法第３条の規定に違反するおそれがあることから，公正

取引委員会は，ドイツ証券に対し，今後，このような行為を行わないよう警告

した。 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第三審査 

電話 ０３－３５８１－３３８３（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 


